
 資料１ 

外国人雇用対策の在り方に関する検討会 

開催要綱 

 

１．趣旨 

近年、我が国における外国人労働者の数は急激に増加し、この 10年間で約３

倍となった。この間、産業構造も絶えず変化しており、国内では、様々な分野で、

多様な技能を有する外国人労働者が活躍している。 

こうした中で、平成 31年には、生産性向上や国内人材確保のための取組を行

ってもなお深刻な人手不足である分野に労働者を受け入れるため、新たな在留

資格「特定技能」が創設されるとともに、「外国人材の受入れ・共生のための総

合的対応策」に基づき、我が国で共に働き、共に生きる存在として、外国人を受

入れるための環境整備が政府全体で進められている。 

一方で、足下に目を向けると、新型コロナウイルス感染症の影響により、国際

的な人の往来が一時的に停滞する等、社会活動に変化が生じ、様々な産業が打撃

を受ける中で、外国人労働者にも影響が確認されている。 

このように、複雑化する社会経済情勢の中にあっては、学識経験者や労使の代

表による意見を聞きながら、雇用情勢の変化に応じた適時・的確かつ柔軟な外国

人雇用対策を実施していくことが求められている。 

このため、本検討会は、我が国の労働市場の動向や、その中における外国人雇

用の状況を確認しつつ、アフターコロナも見据えた外国人雇用の在り方とその

対応策について、具体的な方向性を議論することを目的として開催するもので

ある。 

 

２．検討事項 

 当面の主な検討事項は、別紙１のとおりとする。 

 

３．構成員 

 構成員は、別紙２のとおりとする。 

 

４．その他 

（１）本検討会は、厚生労働省職業安定局長が構成員の参集を求めて開催する。 

（２）本検討会には、座長を置き、構成員の互選により選出する。座長は、本検

討会を統括する。 

（３）本検討会には、座長代理を置くことができる。座長代理は、構成員から座

長が指名し、座長を補佐するとともに、座長に事故があるときには、その職

務を代行することとする。 

（４）本検討会は、必要に応じ、構成員以外の有識者等の出席を求めることがで
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きる。 

（５）本検討会の会議、資料及び議事録は、原則として公開とする。 

   ただし、座長は、公開することにより、個人の権利利益を害するおそれが

あると認めるときその他正当な理由があると認めるときは、非公開とする

ことができる。この場合においては、少なくとも議事要旨を公開する。 

（６）本検討会の庶務は、関係部局の協力を得て、厚生労働省職業安定局外国人

雇用対策課において行う。 

（７）この要綱に定めるもののほか、本検討会の開催に必要な事項は、座長が厚

生労働省職業安定局長と協議の上、これを定めるものとする。 
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外国人雇用対策の在り方に関する検討会 

当面の主な検討事項 

 

（１）新型コロナウイルス感染症禍における外国人雇用の状況 

 

（２）新型コロナウイルス感染症等の影響を受け困窮する外国人失業者等に対

するハローワークの対応 

 

（３）外国人労働者の職場・地域における定着 

 

（４）留学生の国内就職支援 

 

（５）その他外国人雇用対策に関する事項 

 

  

（別紙１） 
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外国人雇用対策の在り方に関する検討会 

構成員 

 

 

天瀬 光二   独立行政法人労働政策研究・研修機構 副所長 

 

池田 三知子  （一社）日本経済団体連合会労働政策本部長 

 

  九門 大士   亜細亜大学アジア研究所 教授 

 

  是川 夕    国立社会保障・人口問題研究所国際関係部 部長 

 

酒井 正    法政大学経済学部経済学科 教授 

 

  佐久間 一浩  全国中小企業団体中央会事務局次長・労働政策部長 

 

杉崎 友則   日本商工会議所産業政策第二部担当部長 

 

冨高 裕子   日本労働組合総連合会労働法制局長 

 

  友原 章典   青山学院大学国際政治経済学部 教授 

 

  山川 隆一   東京大学大学院法学政治学研究科 教授 

 

 

（五十音順・敬称略） 

（別紙２） 


